
事業番号 契教総第 26 号

事 業 名 恵那北中学校屋内運動場照明器具改修工事

事業場所 恵那北中学校

工事範囲 設計図書、現場説明事項、質疑回答書

工　　　期 着　工 契約日

完　成 令和　７年  １２月 ２６日

工事内容 恵那北中学校屋内運動場の照明器具改修工事

配布図書 図面 一式

内訳書 一式
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工事施工中は、請負業者賠償責任保険に加入し契約を締結して証券の写しを監督
員に提出すること。なお、期間は着工時から完成予定日より14日間とする。

内訳書の数量は参考数量とし、型番は同等以上のものとする。

産廃等については、法律等に基づき適正な処分を行うこと。

下請業者の選定については、市内業者への発注に努めること。

施設を利用しながらの工事になるので、搬入時の安全確保や工事車両の駐車場所
等について、事故のないように監督員及び学校側と十分に協議し仮設計画書を作
成すること。

児童の登下校時間帯は、現場への搬出入は控えるなど、学校の運営に対応した安
全確保に務めること。

現 場 説 明 事 項

　・電灯設備工事（照明器具のLED化）
　・コンセント設備工事（自立運転回路の改修）

本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制工事の対象ではありません。

本現場説明事項及び質疑回答書は、設計図書に含むものとする。

本工事において当然必要となる事項は、請負業者にて責任を持って施工すること。

請負者は、受注時又は変更時において工事請負金額500万円以上の工事につい
て、工事実績サービス(CORINS）入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に
基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督
員の確認を受けた後に、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更
があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に訂正時は適宜、登録
機関に登録申請すること。


